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空港土木施設維持修繕工事における週休２日交替制適用工事の試行について 

 

 

建設業の働き方改革を推進する観点から、「空港土木工事における建設現場の「週休２日」の取

得に要する工事費等の補正の一部改定について（試行）」（令和７年４月１日付け国空空技第１号）

により、現場閉所の状況に応じて週休２日の確保に当たって必要となる費用の計上を行っているとこ

ろであるが、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保に取り組む「週休２日交替制適用工事」

を下記のとおり試行することとしたので通知する。 

なお、令和７年３月２８日付け国空空技第５９６号通達は、本通達の適用をもって廃止する。 

 

記 

 

１．用語の定義 

（１）週休２日交替制 

完全週休２日交替制とは、対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しなが

ら１週間に２日間以上の休日を確保する取組をいう。 

月単位の週休２日交替制とは、対象期間の全ての月において、技術者及び技能労働者が交替し

ながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８

休以上の休日を確保する取組をいう。 

（２）対象期間 

契約図書に明示した工事を実施するために要する期間（工期）のうち、会計年度毎に区分する。 

対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいい、夏期休暇（３日間）、年末年始休

暇（６日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、空港の運用

制限により作業が中止となった期間のほか、発注者があらかじめ週休２日の対象外としている内

容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

（３）週休２日 

完全週休２日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働

者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（２日/７日）以上の水準の状態をい



 

う。 

月単位の週休２日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能

労働者の休日率が、28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

通期の週休２日交替制とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、

28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

 

２．適用 

本通知の対象工事は、令和７年４月１日以降に入札公告等を行う空港請負工事積算基準を適用す

る空港土木施設維持修繕工事とする。なお、令和７年３月３１日以前に入札公告等を行った又は契

約済みの空港土木施設維持修繕工事は設計変更にて令和７年度から適用するものとする。 

 

３．積算方法等 

（１）補正係数 

週休２日交替制適用工事において、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日

率に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。 

 

【完全週休２日適用工事】 

・労務費 １．０２ 

・現場管理費率 １．０３ 

 

【月単位の週休２日適用工事】 

・労務費 １．０２ 

・現場管理費率 １．０２ 

 

（２）補正方法 

特記仕様書等において受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休２日交替制または月単位

の週休２日交替制の取り組みについて協議することを明記するとともに、当初積算においては完

全週休２日交替制または月単位の週休２日交替制を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたう

えで予定価格を作成するものとする。なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日交替制

に満たないものは月単位の週休２日交替制の補正係数に変更するものとし、月単位の週休２日交

替制に満たないものについては、月単位の週休２日交替制の補正係数を除した変更を行うものと

する。 

 

 

  



 

＜特記仕様書記載例＞ 

 

 

第○条 週休２日交替制適用試行工事 

１．本工事は、本工事に従事する技術者及び技能労働者が週休２日を達成するよう工事を実施する「週

休２日交替制適用工事」の試行である。 

 

２．週休２日交替制の考え方は、下記のとおりである。 

① 週休２日 

 完全週休２日交替制とは、対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しな

がら１週間に２日間以上の休日を確保する取組をいう。 

月単位の週休２日交替制とは、対象期間の全ての月において、技術者及び技能労働者が交替

しながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週

８休以上の休日を確保する取組をいう。 

② 対象期間 

契約図書に明示した工事を実施するために要する期間（工期）のうち、会計年度毎に区分す

る。 

第１期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

第２期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

第３期間 令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 

対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいい、夏期休暇（３日間）、年末年始

休暇（６日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、空港の

運用制限により作業が中止となった期間のほか、発注者があらかじめ週休２日の対象外として

いる内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

③ 週休２日の達成判断 

完全週休２日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技

能労働者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（２日/７日）以上の水

準の状態をいう。 

月単位の週休２日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及

び技能労働者の休日率が、28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

通期の週休２日交替制とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率

が、28.5%（８日/28 日）以上の水準の状態をいう。 

 

３．週休２日制に係る費用については、当初積算において完全週休２日交替制または月単位の週休２

日交替制の達成を前提として下表に示す補正対象経費に補正係数を乗じるものとし、現場閉所の達

成状況を確認後、完全週休２日交替制に満たないものは月単位の週休２日交替制の補正係数に変更

するものとし、月単位の週休２日交替制に満たないものについては、月単位の週休２日交替制の補

正係数を除した変更を行うものとする。 



 

      

【完全週休２日適用工事】 

・労務費 １．０２ 

・現場管理費率 １．０３ 

 

【月単位の週休２日適用工事】 

・労務費 １．０２ 

・現場管理費率 １．０２ 

 

 
 


